
伊丹市地域子育てバックアップ事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は,市内で子育て支援活動を行う団体に対して,予算の範囲内において伊丹市地域

子育てバックアップ事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより,地域におけ

る多様な子育て支援活動の推進及び子育て支援団体の育成を図り,地域ぐるみの子育てを支援す

る環境づくりを促進することを目的とする。 

（補助対象事業） 

第２条 この補助の対象となる事業は次の各号に掲げるものであって,利用者が当該団体の構成員

に限られないこととする。 

（１）子育て交流事業 就学前児童を対象とした,子育て中の親子が広く交流できる場を提供し,子

育てに関する情報交換や相談等を原則として週に１回以上,継続的に実施できること。 

（２）協同保育事業 就学前児童を対象とし,保育士等の有資格者を配置して,参加児童の保護者等

が当番制により合同で保育する事業を,原則として週に２回以上,継続的に実施できること。 

（３）前２号に準ずる事業 

（４）その他の子育て支援事業 異世代交流事業,その他の団体が,就学前児童を対象として地域に

おいて創意工夫ある多様な子育て支援活動を自主的に実施し,市長が適当と認めた事業 。 

２ 当該事業を利用する保護者が,年間を通して一回につき概ね２０人以上でなければならない。 

３ 事業の実施にあたっては,当該地域住民との交流が図られるよう計画されなければならない。 

（補助対象団体） 

第３条 この補助の対象となる団体は,地域において自主的な子育て支援活動に取り組もうとする

団体で,次の各号に掲げる要件を満たしていること。 

（１）団体の構成員が５人以上で,その３分の２以上が市内に在住しており,子育て支援活動を継続

的に実施できること。 

（２）代表者,組織及び運営に関する事項を定めていること。 

（３）活動の拠点が市内であること。 

（４）宗教活動,政治活動,営利活動を目的としないこと。 

（５）市から他の補助金等を受けていないこと。 

（補助金の額） 

第４条 この補助金の交付額は,次の各号の合計額とする。ただし,一の団体につき一年度５０万円

を限度とし,補助対象事業の実施に係る一年度の経費の額と収入額の差額を超えないものとす

る。 

（１）団体運営に必要な事務経費として２,０００円に活動月数を乗じて得た額 

（２）補助事業に必要な経費として団体が支出した別表の第１欄に定める補助対象経費の合計額

のうち,第２欄の事業ごとに第３欄に定める基準額により算定した額 

２ 国,県若しくは地方公共団体若しくはそれらの外郭団体又は独立行政法人から助成金等（この

要綱による助成金を除く。）の交付を受けている経費の額については,対象外とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 前条の補助金の交付を受けようとするものは,伊丹市地域子育てバックアップ事業補助金

交付申請書（様式第１号）に,次に掲げる書類を添えて当該事業年度の５月末日までに,市長に

提出しなければならない。 



（１）団体調書 

（２）事業計画書 

（３）収支予算書 

（４）団体構成員（スタッフ）名簿 

（５）団体規約 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,その内容を審査委員会に諮り,当該

応募団体に係る補助申請要件等についての意見を受けて,補助の可否を決定し,その結果を伊丹市

地域子育てバックアップ事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により補助申請者に通知す

る。 

２     前項の規定にかかわらず,既に交付決定を受けた事業を同一の団体が同一の条件で継続する

場合は,第５条に掲げる書類の審査により補助の可否を決定する。 

（審査委員会） 

第７条 補助金の交付についての審査検討を行うため,伊丹市地域子育てバックアップ事業審査委

員会（以下「審査委員会」という。）を置く。 

２ 審査委員会は,こども未来部長,こども未来部参事,こども若者企画課長,子育て支援課長,まちづ

くり推進課長で構成する。 

３ 審査委員会は,第５条の規定による補助金の交付申請があったときは,申請した団体の適性,補助

事業の内容を審査し補助の可否について市長に報告するものとする。 

４ 前項の審査は,書類審査及び公開によるプレゼンテーションの方法によるものとする。 

５ 委員会の会議は,市長が必要に応じて招集する。 

６ 委員会に委員長を置き,こども未来部長がこれを務める。 

７ 委員会の庶務は,こども未来部子育て支援課において処理する。 

（実績報告） 

第８条 補助金交付決定を受けた団体は,７月（４～６月分）,１０月（７～９月分）,１月（１０～

１２月分）については,各月の１０日までに,３月（１～３月分）については,事業完了後１０日以

内又は３月３１日のいずれか早い日までに,市長へ伊丹市地域子育てバックアップ事業実績報告

書（様式第３号）,事業実施報告書,利用者実績簿及び経費内訳書を提出しなければならない。 

（補助金額の確定及び交付） 

第９条 市長は,前条による事業実績報告書等の提出があったときは,これを審査し,交付すべき補助

金の額を確定して,伊丹市地域子育てバックアップ事業補助金交付確定通知書（様式第４号）に

より補助申請者に通知する。補助金交付確定通知を受けた補助申請者は,伊丹市地域子育てバッ

クアップ事業補助金交付請求書（様式第５号）を市長に提出するものとし,市長は,当該請求のあ

った日から１箇月以内に,当該代表団体が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により補

助金を交付する。 

（決算書の提出） 

第１０条 補助金の交付を受けた団体は,補助事業が完了したときは,年間を通じた補助事業等にあ

っては,当該年度の事業終了後３０日以内に,その他の補助事業等にあっては,事業完了後１０日以

内に,市長へ収支決算書を提出しなければならない。 

（補助金の取消し及び返還） 



第１１条 市長は,補助金の交付対象団体が本要綱に違反したとき,また偽りその他不正の手段

によって交付決定を受けたときは,補助金の交付決定を取り消し,または,すでに交付した補助

金の全部若しくは一部の返還を命ずる事ができる。 

（指導及び調査） 

第１２条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため,補助金の交付を受けた団体に対

し,必要と認めたときは指導等を行い,また関係帳簿書類その他の物件を調査することが出来る。 

（台帳の備え付け） 

第１３条 補助金の交付を受けた団体は,当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿,な

らびに証拠書類及び会員名簿等の台帳を備え付け,当該事業完了後５ヶ年間保存しなければ

ならない。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は,平成２０年７月２４日から施行し,平成２０年４月１日以降に実施する補助対象事

業に係る補助金から適用する。 

 （新型コロナウイルス感染症対応に係る特例） 

２ 当分の間,第２条第２項の規定の適用については,同項中「２０人」とあるのは,「１０人」とす

る。 

付 則 

 この要綱は,平成２２年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は,平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は,平成２４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は,平成２５年６月２５日から施行し,平成２５年４月１日以降に実施する補助対象事業

に係る補助金から適用する。 

付 則 

 この要綱は,平成２６年３月３１日から施行する。 

付 則 

この要綱は,平成３０年８月１５日から施行し,平成３０年４月１日以降に実施する補助対象事業

に係る補助金から適用する。 

付 則 

この要綱は,交付の日から施行し,平成３１年４月１日以降に実施する補助対象事業に係る補助金

から適用する。 

付 則 

この要綱は,令和３年４月１日以降に実施する補助対象事業に係る補助金から適用する。 

付 則 

この要綱は,令和４年４月１日以降に実施する補助対象事業に係る補助金から適用する。 



別表 

対象経費 対象事業 基準額 

事業を実施するために必要な次

の経費 

人件費（報酬,賃金,手当）,報償

費（謝礼）,需用費（消耗品費,印

刷製本費,材料費,燃料費,光熱水

費,食糧費,医薬材料費）,役務費

（通信運搬費,保険料）,使用料及

び賃借料,備品購入費（但し,転

貸,売却は認めない） 

子育て交流事業 
参加した子ども１人につ

き月額８００円 

協同保育事業 

保育対象の子ども１人に

つき月額 

８００円 

 

子育て交流事業及び協同

保育事業に準ずる事業 

 

対象経費の１／３を超え

ない額で千円未満を切り

捨てた額 

その他の子育て支援事業 

 

 


